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鳥取県学校教育ＤＸ推進計画の策定に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

令和６年１月１７日 

鳥取県教育センター  

 

令和元年６月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施行され、県教育委員会では、令和

３年２月に「鳥取県学校教育情報化推進計画」を策定し、「これからの社会を主体的に生き、社会に

対応する資質・能力をもった人材の育成」を目指し、取組を進めてきたところです。来年度、計画

の改定時期を迎えることから、これからの予測困難で変化の激しい時代において、児童生徒に必要

な資質・能力を育成するため、「鳥取県学校教育ＤＸ推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定

するものです。 

このたび、広く県民の皆様から意見をいただくため、パブリックコメントを実施しましたので、

結果を報告します。 

 

１ 推進計画（案）の骨子 

 （１）計画期間 

    令和６年度（２０２４）から令和９年度（２０２７）までの４年間 

 （２）背景・現状と課題 

    ・超スマート社会（Society5.0）の到来等、急速に変化する社会の中で、子どもたちは、課

題を見出し、多様な他者と協働しながら納得解を生み出すこと等、学習指導要領で育成を

目指す資質・能力の育成に向けて、「教わる授業」から「学び取る授業」へ学びの質的転換

が強く求められる。 

・子どもたちがＩＣＴを十分活用し、その恵沢を享受できるようにするために、教職員のＩ

ＣＴ活用指導力向上、ネットワーク環境の整備、教育データの活用、推進体制の整備、校

務の改善等、ＩＣＴ教育環境をソフト、ハードの両面で整備する必要がある。 

 （３）目指す人材像 

    情報を主体的に活用し、持続可能な社会の創り手となる資質・能力をもった人材の育成 

  ※県教育振興基本計画の基本理念である「自立して心豊かに 幸せな未来を創造する ふるさととっとりの人づくり」に繋げる。 

 

 （４）取組の方針 

    方針１：ＩＣＴを活用した児童生徒の資質・能力の育成 

方針２：教職員のＩＣＴ活用指導力の向上と人材の確保 

方針３：ＩＣＴを活用するための環境の整備 

方針４：ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 

 （５）計画の達成に向けて 

    ・目標とする指標を設定し、毎年、点検・評価を実施する。 

    ・技術革新のスピードが速いＩＣＴ分野の特性を踏まえ、推進計画の取組については、国の

動向や社会の変化を見据えながら適宜見直しを行う。 

 

２ パブリックコメント及び電子アンケートの実施について 

・パブリックコメント：  令和５年１２月８日（金）から令和６年１月９日（火） 

・県民参画電子アンケート：令和５年１２月８日（金）から令和５年１２月１８日（月） 

 

３ 今後の予定 

  ・１月１９日…常任委員会（パブリックコメント結果報告） 

  ・３月１６日…定例教育委員会議決 

 



 

 

【参考：学校教育の情報化の推進に関する法律（抜粋）】 

第二章 学校教育情報化推進計画等 

（学校教育情報化推進計画） 

第八条 文部科学大臣は、学校教育の情報化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、学校教育の情報化の

推進に関する計画（以下「学校教育情報化推進計画」という。）を定めなければならない。 

～（中略）～ 

（都道府県学校教育情報化推進計画等） 

第九条 都道府県は、学校教育情報化推進計画を基本として、その都道府県の区域における学校教育の情報化の推進に関する施

策についての計画（以下この条において「都道府県学校教育情報化推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 



鳥取県学校教育ＤＸ推進計画の策定に係るパブリックコメントの実施結果について 

令和６年１月１７日 

鳥取県教育センター 

 

鳥取県学校教育ＤＸ推進計画（以下「推進計画」という。）の策定にあたり、推進計画案に対する

パブリックコメント等を実施しましたので、その結果を報告します。 

 

記 

１ 実施状況   

区 分 パブリックコメント 県政参画電子アンケート 

募集期間 令和 ５年１２月８日（金）から 

令和 ６年１月９日（火）まで 

令和 ５年１２月８日（金）から 

令和 ５年１２月１８日（月）まで 

周知方法 県施設（県庁、総合事務所、図書館）及び19

市町村に配架、とりネットへの掲載、新聞広

報、関係機関への郵送 

県政参画電子アンケート会員に対し、イ

ンターネットを利用 

 

回答者数  １２人 ４３４人 

  ※上記と併せて、学識経験者や市町村教育委員会等から意見を聴取 

 

２ 意見の状況 

（１）意見総数（パブリックコメント及び県政参画電子アンケート自由記載意見）  １２２件 

（２）主な意見と対応等  

区 分 主な意見 対応方針 

方針１ 

ICT を活用した

児 童 生 徒 の 資

質・能力の育成

（３７件） 

①児童生徒の情報リテラシーの向上

について、一層充実させていく必要

がある。（８件） 

②学校ではリアルな体験や対面での

コミュニケーション、文字を書いて思

考すること等が重要である（７件） 

③視力低下等、健康面への影響を

懸念する。（３件） 

④従来のＩＣＴ活用推進よりも児童生

徒が主体的に学ぶという授業観の変

容について一歩踏み込んだ記述に

したほうがよい。 

【計画に反映】 

②これまでの実践と ICT との最適な組合せ

を実現させることを記載する。 

③健康面への影響について配慮すること

の啓発を記載する。 

④ICT を日常的に利活用し、情報を収集し

たり、他者と協働したりしながら、自ら課題

を解決していく授業への転換を記載する。 

【盛り込み済】 

①地域、家庭と連携を図りつつ、専門人材

も活用し、児童生徒が ICT のよりよい使い

手となるための教育に関する指導を充実さ

せることを記載。 

方針２ 

教職員の ICT 活

用 指 導 力 の 向

上と人材の確保 

（１４件） 

①地域や学校間による指導の格差

が出ないようにすることが大切。（2

件） 

【盛り込み済】 

①情報化推進リーダーの養成や教員の指

導レベルに差が生じないよう習熟度に応じ

た研修の実施や、外部人材を活用した学

校支援の充実を記載 

方針３ 

ICT を活用する

ための環境の整

備（２０件） 

①家庭環境によって教育格差が生じ

ないように配慮してほしい。（端末・通

信環境）（３件） 

②校務系ネットワークと学習系ネット

ワークの統合について、目的を詳しく

書いたほうがよい。 

③個人情報の取り扱いを含めた、情

報セキュリティの確保が大切。 

【計画に反映】 

②教育データの連携、クラウドの日常的な

活用により知見の共有と教育価値の創出を

図ることを記載。 

③個人情報の適切な取扱いと情報セキュリ

ティの確保について記載。 

【盛り込み済】 

①県と市町村が連携して端末、通信環境、

保守運用等、持続的に1人1台端末が活用

できる環境の整備を記載。 

資料１ 



方針４ 

ＩＣＴ推進体制の

整備と校務の改

善（１３件） 

①ＩＣＴを導入することで教職員の負

担が大きくならないようにすることが

大切。（５件） 

【盛り込み済】 

①共同編集や情報共有等、クラウドを活用

することによる業務の効率化を図ることや、

ネットワークのあり方を見直し、柔軟かつ安

全な働き方について記載。 

その他（３８件） ①鳥取県の学校 DX の標準化チェッ

クリストなるものを作成して、何年度

に、ここまで完了する、など明確な目

標設定と評価を設けたマップが必要 

【計画に反映】 

①指導、校務において国のチェックリスト等

を活用することを記載。 

 

３ 県政参画電子アンケートの主な質問項目と回答結果 

項  目 
割合の高い回答 

内  容 割合（％） 

推進計画案で掲げている４つの方針について

どう思うか。 

「よい」及び「どちらかというとよい」 80.9 

子どもたちの情報活用能力を育成する上で、

どのような場面で ICT を積極的に活用していく

べきだと思うか。 

情報を整理・比較・分析し、協働して

まとめたり編集したりする場面 

  61.5 

学校教育で ICT を活用する場面において、優

先的に取り組むべきことは何だと思うか。 

教職員の ICT 活用指導力向上のた

めの研修等の充実（児童生徒自身が

日々の学習で ICT を活用できる授業

づくり） 

  57.1 

教育 DX を進めるにあたり、必要な体制作りに

ついて何が重要だと思うか。 

ICT に詳しい外部人材によるサポート 35.7 

   

４ 今後の予定 

令和６年３月  定例教育委員会にて議決 



鳥取県学校教育 DX 推進計画案に対する県政参画電子アンケート結果（概要） 

 

 ●実施期間：令和５年１２月８日（金）～令和５年１２月１８日（月） 

●回答率：57.03％  ４３４／７６１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的や取組内容

を知っている
10.1%

２ 名前は聞いたこと

があるが、詳しくは知
らない 43.3%

３ 知らない

46.5%

回答者の年代 

問１ 学校教育の情報化の取組の１つとして、国が
進めている「教育 DX（デジタルトランスフォーメ
ーション）」についてどのくらいご存じですか。 

問２ 教育 DX と聞いてどのようなことをイメージさ
れますか。当てはまるものを全て選択してください。 
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問３ 学校の教育 DX を進めるために、計画で以下
の４つの方針を掲げています。この方針についてど
う思いますか。 

資料２ 



 

 

 

 

問４ 子どもたちの情報活用能力を育成する上
で、どのような場面で ICT を積極的に活用して
いくべきだと思いますか。当てはまるものを全て
選択してください。 

問５ 学校教育で ICT を活用する場面におい
て、優先的に取り組むべきことは何だと思います
か。当てはまるものを全て選択してください。 
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問６ 児童生徒が ICT を活用することについて
どのような不安がありますか。 

問７ 教育 DX を進めるにあたり、必要な体制作
りについて何が重要だと思いますか。 
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鳥取県学校教育ＤＸ推進計画イメージ
計画期間：令和6年度から令和9年度までの4年間

【目指す人材像】情報を主体的に活用し、持続可能な社会の創り手となる資質・能力を持った人材の育成

方針１ 学びを変える 情報を活用して課題を解決 未来を拓く
ICTを活用した児童生徒の資質・能力の育成

方針２

これまで
・同じ内容を同じ方法で
一斉に学ぶ
・教師の指示でICTを活用

Level
up

これから

・情報及び情報技術を活用して問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりするとともに、ICTをよりよく使い、持続可能な社会の創り手に
なることができるような「情報活用能力」を育成します。

・実社会、地域の課題を発見・解決するような課題解決型学習（PBL、STEAM教育等）をとおして、子どもたちが主体的・自律的に学ぶ力を高め、
本県の将来を担う人材育成するためのふるさとキャリア教育を推進します。

・ICTの特性を最大限活用し、「個に応じた指導」の充実を図るとともに、不登校や病気療養等により特別な支援が必要な子どもたち、発達の支援
が必要な子どもたち等に対しての学習機会の確保、多様な学びの機会の提供に向けた取り組みを推進します。

クラウド活用情報活用能力
PBL

STEAM教育

みんなで支える
教職員のICT活用指導力の向上と人材確保

方針３ 環境を整える
ICTを活用するための環境の整備

ICTスキル向上
教職員による活用

教職員

Level
up

・情報活用能力育成を
意識した授業設計
・探究的な学びを支える
伴走者

外部人材

・教職員研修、児童生徒に対する指導等、専門的知識を有する外部
人材の活用を図ります。

ICT支援員

ICT教育指導員
教育DX推進員

鳥取県教育DX
アドバイザー

GIGAスクール
運営支援センター

大学
民間企業

「使う」 「活かす」 児童生徒が「選ぶ」教職員は「託す」

・「情報活用能力」を体系的に育成していくために、子どもたちが主体
的に取り組む探究的な学びを実現できる教員の育成に関する研修を
実施し、すべての教職員の指導力、活用力の向上を図ります。

通信量増大に向けた高速大容量通信環境の確保
・校務系・学習系ネットワークの統合及びクラウドツールの更なる
活用を図るとともに、次世代ネットワークによる安定した高速大
容量通信環境について確実な整備及び運用を図ります。

学びを支えるデジタルコンテンツの充実
・学習の効果を高めるために、小学校から高等学校まで共通
して利用している学習用ツールを活用するとともに、デジタル
教科書、学習支援プラットフォーム等のデジタルコンテンツを
効果的に活用します。

教育の質を高める教育データの利活用と教育ＤＸの推進
・様々な教育データを可視化することにより、児童生徒は自らの
姿を見つめ、学びを自己調整するとともに、教職員は指導や支
援が必要な児童生徒の早期発見や、児童生徒の特性・能力に応
じた学習支援など指導の改善を図ります。

次世代
ネットワーク

デジタル教科書

統合型教育
ポータルサイト

学習データ
生活データ

方針４ 体制をつくる 働き方を変える
ICT推進体制の整備 校務の改善

・学校におけるICT活用を協議するチーム会議、市町村教育委員会と
のGIGAスクール運営協議会等を定期的に開催し、県と市町村が同じ
方向で取組を推進していきます。

・校務のデジタル化、教職員の情報共有、オンライン会議の開催等によ
り、業務の改善を図るとともに、研修、情報発信による啓発を図ります。

校内組織の構築 県・市町村連携 クラウド活用 ペーパーレス 電子アンケート 教育データ

多様な方法で学ぶ
自分のペースで

自分に合った方法で学ぶ

自ら立てた目標の達成に向けて
１人１台端末を活用

実社会のホンモノの
課題を探究

時間・場所にとらわれず
学びの機会を確保

情報や意見を共有・協働
しながら価値を創造・発信

オンライン会議等
多様な人との対話

ICTを使いこなし
自由な発想で社会貢献

情報に主体的に関わり
ICTのよりよい使い手に

学校と家庭との
連続した学び

自ら学び取る授業

児童生徒
教職員

児童生徒の資質・能力を育成するため
人材・環境・体制の充実を図る

資料３



鳥取県学校教育 DX 推進計画案【概要版】 
 

鳥取県教育振興基本計画（未来を拓く教育プラン）における教育 DX※１を戦略的に推進していくため、「学校
教育の情報化の推進に関する法律」に基づき令和３年２月に策定した鳥取県学校教育情報化推進計画を改定
し、新たに鳥取県学校教育 DX 推進計画（以下「推進計画」という。）を策定します。 
 市町村教育委員会及び関係機関と連携し、総合的かつ計画的に取り組み、国の動向や社会の変化を見据えな
がら適宜見直しを行うこととします。 
 
１ 計画の期間 

令和６年度（202４）から令和９年度（202７）まで   
 

２ 目指す人材像 
情報を主体的に活用し、持続可能な社会の創り手となる資質・能力をもった人材の育成 
 →学校教育 DX を推進し、次期の本県教育振興基本計画の基本理念である「自立して心豊かに幸せな未来を 

創造するふるさととっとりの人づくり」に繋げます。 
 

３ 背景・現状と課題 
（１）策定の背景 

【社会的背景の変化】 
・超スマート社会（Society5.0）※2 の到来によりこれまでにない新たな価値の創造と展開が可能な時代を迎
えつつあるとともに、少子高齢化や人口減少、新型コロナウイルス感染症など先行き不透明な「予測困難で変
化の激しい時代」の中で、子どもたちは、課題を見出し、多様な他者と協働しながら納得解を生み出すこと等、
学習指導要領で育成を目指す資質・能力の育成に向けて、「教わる授業」から「学び取る授業」へ学びの質的
転換が強く求められています。 
【教育 DX の動き】 
・GIGA スクール構想※3 により実現した、子どもたちの 1 人 1 台端末環境をいかし、「個別最適な学び」※4 と
「協働的な学び」※5 の一体的な充実を図るとともに、子どもたちが自ら進んで学習する自律的な学習者となり、
自由な発想で ICT を活用し、見出した課題を主体的に解決する探究的な学びを推進する必要があります。 
・子どもたちが ICT を十分活用し、その恩恵を享受できるようにするために、教職員の ICT 活用指導力向上、
ネットワーク環境の整備、教育データの活用、推進体制の整備、校務の改善等、ICT 教育環境をソフト、ハード
の両面から整備する必要があります。 

 
（２）本県の現状と課題（これまでの取組） 

・令和３年２月に「鳥取県学校教育情報化推進計画」を策定して以降、本計画の内容を踏まえ、子どもたちの情
報活用能力の育成、教職員の指導力・活用力の向上、教室環境の整備や、ネットワーク環境をはじめとする情
報基盤の整備や ICT を活用したモデル事業の実施、先進事例の紹介、学校現場における ICT 推進体制づく
りに資する研修会の実施等、ICT 活用教育推進に取り組んできたところです。 
・この結果、文部科学省の調査では、ＩＣＴ環境整備状況、教員のＩＣＴ活用指導力等においてほぼすべての調査
項目で全国平均値を上回る結果となりました。 
・一方、「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力として教科等横断的に育成していく必要があることや、
学校間、教員間の ICT 活用、ICT 活用指導力に差があるなどの課題も見られます。 
 

※1 教育 DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは、学校が、デジタル技術を活用して、カリキュラムや学習のあり方を革新するとともに、教職員の業務や組織、プロセ

ス、学校文化を革新し、時代に対応した教育を確立すること。 

※2 日本が提唱する未来社会のコンセプト。ICT や IoT（さまざまものがインターネットにつながる仕組み）などのデジタル革新により、経済発展と社会的課題の解決を

両立する、新たな未来社会（Society）のこと。 

※3 「児童生徒向けの 1 人 1 台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された創造

性を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させる構想」。GIGA とは Global and Innovation Gateway for All の略。 

※4 児童生徒が自己調整しながら学習を進めていくことができるように、子どもたちの特性や学習進度に応じたり、子どもたちの興味・関心・キャリア形成の方向性に応じ

たりした学習。 
※5 あらゆる他者を尊重しつつ、異なる意見や考え方を組み合わせながら、学びを深める学習 

資料４ 



４ 「4 つの方針」と施策 
現状と課題を踏まえて、教育 DX の推進を図るため、次に掲げる４つの方針を設定し、これらの方針に沿った具

体的な施策を計画的かつ総合的に推進します。 
方針１ ICT を活用した児童生徒の資質・能力の育成 
（１）発達段階に応じた情報活用能力の育成 
（２）主体的・自律的に ICT を活用する学習者の育成 
（３）ICT の特性を生かした多様な学びの実現 

【取組の方向性】 
・情報及び情報技術を活用して問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりするとともに、

ICT をよりよく使い、持続可能な社会の創り手になることができるような「情報活用能力」を育成します。 
・実社会、地域の課題を発見・解決するような課題解決型学習（PBL※6、STEAM 教育※7 等）をとおして、子

どもたちが主体的・自律的に学ぶ力を高め、本県の将来を担う人材育成するためのふるさとキャリア教育
を推進します。 

・ICT の特性を最大限活用し「個に応じた指導」の充実を図るとともに、不登校や病気療養等により特別な
支援が必要な子どもたちの学習機会の確保、多様な学びの機会の提供に向けた取組を推進します。 

（具体的な取組例） 
・適切な学習場面において ICT を活用し、教科等横断的に情報活用能力を育成 

→「とっとり ICT 活用ハンドブック」「鳥取県情報活用能力体系表」等の活用 
・情報モラル、デジタル・シティズンシップ教育等、ICT のよりよい使い手となるための教育に関する指導の充実 
・児童生徒が学びのツールとしてクラウド活用することにより、子どもたち一人一人の目標に向かって、情報を収
集しながら自分のペースで学習したり、共有機能やオンライン会議等を用いて、他者の考えを参照したりしな
がら自ら学んでいくような授業（個別最適な学び、協働的な学び）の推進 

・総合的な学習（探究）の時間等における PBL、STEAM 教育の推進を図り、主体的・自律的な学習者を育成 
→県立美術館、図書館、地域社会等と連携し、探究的な学びを推進 

・学校の授業だけでなく、持ち帰りを含めた家庭における日常的な端末活用の推進 
・障がいのある児童生徒の ICT を活用した学びの充実を図るため、特別支援教育における ICT 活用実践等
共有し広め、一層の充実を図ります。 

※6  Project Ｂａｓｅｄ Learning。知識の暗記など、生徒が受動的な学習ではなく、自ら課題（問題）を発見し解決する能力を養うことを目的とした教育法の

こと。課題解決型学習。 

※7  Science（科学）、 Technology（技術）、 Engineering（工学）、Mathematics（数学）及び Arts（人文科学・リベラルアーツ）の 5 つの領域を対象

とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。知る（探究）とつくる（創造）のサイクルを生み出す、分野横断的な学びのこと。 

      
方針２ 教職員のＩＣＴ活用指導力の向上と人材の確保 
（１）教職員研修の充実 
（２）取組の共有化 
（３）外部人材を活用した学校支援の充実 

【取組の方向性】 
・「情報活用能力」を体系的に育成していくために、管理職の意識改革や、情報化を推進していくリーダー等

の育成、子どもたちが主体的に取り組む探究的な学びを実現できる教員の育成に関する研修を実施し、
すべての教職員の指導力、活用力の向上を図ります。 

・ICT の特性をいかし、動画サイトによる授業、研修動画配信、テンプレートによる教材の共有化等により、好
事例の横展開を図ります。 

・外部人材を活用することで、ICT を活用した社会とつながる学びを実現するとともに、学びの質の向上を図
ります。 

（具体的な取組例） 
 ・管理職の意識改革、情報化推進リーダー・サブリーダーの育成 
・すべての教員の ICT 活用指導力を向上させるレベル別研修の実施 

 ・教育に関する情報に一元的にアクセスできる統合型教育ポータルサイト※8 の構築及び利用促進 
・ICT 教育指導員及び教育 DX 推進員による学校支援の充実及び ICT 支援員等の確保・育成や GIGA ス
クール運営支援センターの拡充 



※8 鳥取県において、デジタル田園都市国家構想交付金を活用して構築する、ワンストップで本県の多様なデジタル情報資源にアクセスでき、個別最適化さ

れた学びを提供するホームページ。 

 

方針３ ＩＣＴを活用するための環境の整備 
（１）ICT 及びネットワークの環境整備 
（２）ICT を活用した教育環境の構築 
（３）教育の質を高める教育データの利活用と教育 DX の推進 
（４）情報セキュリティの確保 

【取組の方向性】 
・次世代ネットワークによる安定した高速大容量通信環境の確保及び全ての子どもたちに持続的な 1 人 1

台端末の整備を図ります。 
・学習の効果を高めるために、小学校から高等学校まで共通して利用している学習用ツール※9 及び、デジタ

ル教科書、学習支援プラットフォーム等のデジタルコンテンツを効果的に活用します。 
・様々な教育データを可視化することにより、児童生徒は自らの姿を見つめ、学びを自己調整するとともに、指

導や支援が必要な児童生徒の早期発見や、児童生徒の特性・能力に応じた学習支援など指導の改善を
図ります。 

・ネットワークのクラウド化を踏まえ、多要素認証等による本人確認によりセキュリティの強化を図ります。 
 （具体的な取組例） 

・今後の通信量増大に向け、安定した高速大容量通信環境についての確実な整備及び運用 
 ・高等学校（BYAD）※10、特別支援学校高等部（CYOD）※１1 における１人１台端末の着実な整備 
・共有の学習用ツールの活用と、デジタルコンテンツの充実 

→小学校から高等学校まで共通して利用している学習用ツールを効果的に活用 
→子どもたちの主体的な学びを支援するサイト及び、教職員の授業づくりに活用できる情報、コンテンツに

アクセスできるサイトの構築及び利用促進 
・教育データの利活用による児童生徒の学びの支援、教職員による指導の改善及び児童生徒理解、支援 

→児童生徒の学びの自己調整、教職員の学習指導、生徒指導、校務において日々の学習データや生活デ
ータ等を可視化 

・セキュリティにかかる教職員研修と「鳥取県情報セキュリティポリシー」の周知徹底 
※9 Google Workspace for Education（ワープロ、表計算、プレゼンの共同編集、オンライン会議などが可能） 

※10 Bring Your Assigned Device の略。学校が推奨機種を斡旋して個人が私費購入した端末を持ち込み、活用すること。 

※１1 Choose Your Own Device の略。複数の学習用端末の中から自分の使いたい機種を選んで使用すること。 

 
方針４ ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 
（１）組織的な ICT 推進体制の構築 
（２）ICT を活用した働き方改革 

【取組の方向性】 
・学校における ICT 活用について協議する ICT チーム会議や市町村教育委員会との GIGA スクール運

営協議会等を定期的に開催し、県と市町村が同じ方向で取組を推進していきます。 
・校務のデジタル化、教職員の情報共有、オンライン会議の開催等により、業務の改善を図るとともに、研

修、情報発信による啓発を図ります。 
 （具体的な取組例） 

・管理職を中心に情報化推進リーダー、サブリーダー等、複数体制による校内推進体制を構築 
・指導、校務において共同編集や情報共有等、クラウドを活用することにより教育の質を高めるとともに、業
務を効率化 

・校務系及び学習系システムの教育データを有効に連携させるとともに、クラウドを活用した知見の共有と
教育価値を創出 

 
５ 計画の達成に向けて  

目標とする指標を設定し、点検・評価を実施 
(1)主な指標 



〇児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面で PC・タブレットなどの ICT 機器を使用している割合 
〇PC・タブレットなどの ICT 機器を、ほぼ毎日使用している児童生徒の割合 
〇授業に ICT を活用して指導する能力 
〇クラウド（保護者連絡、アンケート、会議のオンライン等）を活用した校務改善に取り組んでいる学校の割合 

（２）推進スケジュール 

方針 主な達成目標 令和６年度 7 年度 8 年度 9 年度 

方針１ 

ICT を活

用 し た 児

童生徒の

資 質 ・ 能

力の育成 

・児童生徒の情

報活用能力を高

める 

    

方針２ 

教職員の

ICT 活用

指導力の

向上と人

材の確保 

・教職員の ICT

活用指導力を高

める 

 

・ICT 支援員・運

営支援センター

等外部人材の活

用の促進 

    

方針３ 

ICT を活

用するた

めの環境

の整備 

・次世代ネットワ

ークの整備・運

用開始 

 

・デジタルコンテ

ンツの活用（デ

ジタル教科書、

教 育 デ ー タ 活

用、学習支援プ

ラットフォーム

等） 

    

方針４ 

ICT 推進

体制の整

備と校務

の改善 

・DX 推進計画

実施、改定 

・働き方改革推

進、時間外業務

縮減 

    

 

CBT 化に向けた準備 

校務等への Google WorkSpace for Education 活用促進 

調達、構築 

次期計画改定作業 教育 DX 推進計画の着実な実施 

デジタル教科書の活用促進、データ連携促進 学習支援プラットフォーム運用開始、 

学習 e ポータルの構築 

デジタルコンテンツ導入、効果検証、運用拡充 

とっとり学調、全国学調の CBT 化 

１人１台端末のリプレイス 

次世代ネットワーク運用 次世代ネットワーク、クラウド活用に向けた検討、調達、構築 

ICT 教育指導員、教育 DX 推進員、ICT 支援員、運営支援センターの拡充 

コンテンツ充実、サイト活用促進 統合型教育ポータル

サイトの運用 

教職員研修、管理職研修等での ICT 活用 

専門研修・CIO、リーダー研修による指導力向上 

端末を活用した不登校児童生徒等への指導及

び学習機会の充実、効果検証、活用促進 

データ利活用の推進（ダッシュボードによる学

習履歴の蓄積、デジタル教科書とのデータ連

携） 

データ利活用の推進（ダッシュボートによる

可視化、データ活用環境の構築） 

授業実践・探究的な学びの推進（PBL、STEAM 教育の全県展開） 

スキルアップ（ICT の効果的な活用〜児童生徒の自律的活用） 

 
学校業務支援システムのクラウド化に向けた検討 


